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第２次東御市地球温暖化対策地域推進計画の見直しについて

１．目的

国による地球温暖化対策計画が改定され、これまでの目標であった温室

効果ガス削減量が 2013 年度比で 26％削減から 46％削減に上方修正されま

した。また東御市においても 2020(令和２)年 12 月に「とうみ気候非常事態

宣言」を行い、『2050 年までに市内における二酸化炭素排出量の実質ゼロ』

を目指していることから、削減目標が 2013 年度比 26％削減となっている現

計画を見直すこととしました。

２．改定の方向性

2050 年までに市内における二酸化炭素排出量の実質ゼロを見据え、国が

示す削減目標を上回る 2030 年度までに温室効果ガス排出量を 50％削減す

る計画を考えております。

また、現計画をベースとし、市民・事業者・行政による共同で取り組む施

策における目標の上方修正及び新規施策の追加を行います。

３．主な改定箇所

（１）二酸化炭素排出量の算定手法の変更

（２）施策目標値の上方修正及び新規施策の追加

４．これまでの経過と今後のスケジュール

年 月 日 会議名

令和４年８月 23日 第１回 東御市地球温暖化対策地域推進協議会（協議）

〃 11月 11 日 第１回 環境推進委員会（協議）

〃 12月 ６日 第２回 東御市地球温暖化対策地域推進協議会（協議）

〃 12月 15 日 第１回 東御市環境審議会（諮問及び審議）

令和５年１月６日～２月５日 パブリックコメント

〃 ２月中旬 第３回 東御市地球温暖化対策地域推進協議会（協議）

〃 ２月下旬 第２回 東御市環境審議会（審議）

〃 ３月上旬 第３回 東御市環境審議会（答申）

〃 ３月中旬～下旬 印刷・製本










